
〔別紙１〕 

随意契約理由書 

神戸市 

 件     名 妙賀山クリーンセンター １号搬出クレーン制御盤整備 

 契 約 業 者 名 山九株式会社 神戸支店 

 随意契約の理由 

 

    地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当 

     

 

 随意契約の相手方を選定した理由 

 

妙賀山クリーンセンターはごみの中継施設であり、市内ごみ処理業務における中核施設で

ある。１号搬出クレーン設備（以下、本設備）の制御盤は、本設備の走行・横行・巻上下と

いった動作を電気的に管理し、操作信号に基づいてモーターやブレーキへ適切な電力を供

給・制御する役割を果たしている。本業務では、制御盤内の部品・配線等の整備を行う。 

本業務で整備する部品・配線等は、本設備の一部であり、既存設備と密接不可分の関係に

あるため、既存設備との調整が不可欠である。よって、本設備全体に係る図面や技術的な内

容を把握している当初製造・設置業者でなければ、既存設備との取合いに対応した機種選

定、施工をすることが出来ない。仮に当初製造・設置業者以外のものに施工させた場合、不

具合が生じた際の責任の所在や原因の特定が困難となり、継続的、安定的なごみ処理に重大

な支障が生じる。 

故に、本業務を実施出来るのは、本設備の設計・製作及び据付を行った業者のみとなる。 

以上の理由により、地方自治法施行令第167条の２第１項第２号に該当し、本設備の設

計・製作及び据付を行った既設クレーンメーカーより、本設備のアフターサービス業務を譲

渡された、山九株式会社との特命随意契約を行う。 

担当部署 

（問合せ先） 

環境局施設課         （電話：078－595－6164） 

 


